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損 害 保 険 代 理 業  

 

元 受 正 味 保 険 料 は 、平 成 1 5 年 度 以 降 、前 年 比 で 約 1％

程 度 の 減 少 が 続 い て い る （ 元 受 正 味 保 険 料 と は 、 保 険

契 約 に よ っ て 損 保 会 社 が 得 る 収 入 か ら 、 満 期 返 戻 金 を

除 く 諸 返 戻 金 を 控 除 し た 保 険 料 で あ る ）。 損 害 保 険 代

理 業 で も 売 上 に 当 た る 取 扱 保 険 料 は 横 ば い が 続 い て

お り 、 こ の 状 況 は 1 8 年 に 入 っ て も 同 様 で あ る 。  

当 業 界 は 、 景 気 回 復 に 遅 れ て 業 績 が 上 向 く と 言 わ れ

て い た が 、 こ れ ま で の と こ ろ 景 気 回 復 が 取 扱 保 険 料 の

増 加 に は あ ま り 結 び つ い て い な い 。  

郵 政 公 社 の 民 営 化 に よ る 損 害 保 険 業 務 へ の 本 格 参

入 、 銀 行 の 損 害 保 険 販 売 （ 窓 販 ） の 全 面 解 禁 が 平 成 1 9

年 に 控 え て お り 、 保 険 契 約 者 の 獲 得 競 争 は 激 し さ を 増

す と 懸 念 さ れ て い る 。  

業 界 の 概 要  

損 害 保 険 代 理 業 は 、損 害 保 険 会 社（ 以 下 、損 保 会 社 ）

と 損 害 保 険 代 理 店 委 託 契 約 を 締 結 し て 、 損 害 保 険 代 理

店 （ 以 下 、 損 保 代 理 店 ） と し て 損 害 保 険 （ 以 下 、 損 保 ）

の 募 集 を 行 い 、 損 保 会 社 の 代 理 と な っ て 損 保 契 約 を 締

結 す る こ と に よ り 手 数 料 を 得 る 業 で あ る 。  

取 り 扱 っ て い る 保 険 は 、 自 動 車 保 険 、 火 災 保 険 、 傷

害 保 険 、海 上・運 送 保 険 な ど 種 類 が 多 く 、さ ら に 法 人 、

個 人 を 対 象 に し た 損 保 が あ る 。 最 も 取 扱 高 の 多 い 保 険

は 自 動 車 保 険 で 、 平 成 1 7 年 度 の 元 受 正 味 保 険 料 は 3

兆 5 , 0 1 8 億 3 6 百 万 円 と な っ て い る 。こ れ は 損 保 の 全 元

受 正 味 保 険 料 の 4 0 . 8 ％ を 占 め て い る 。  

損 保 を 取 り 扱 う 事 業 者 の 形 態 は 大 き く 3 つ に 分 け ら

れ 、「 損 保 代 理 店 扱 」、「 仲 立 人 扱 」、「 直 扱 」が あ る 。「 仲

立 人 扱 」 は 、 8 年 の 保 険 業 法 の 改 正 に よ り 認 め ら れ 、
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損 保 会 社 と 契 約 を 結 ば ず 、契 約 者 か ら の 依 頼 に よ っ て 、

依 頼 人 に 有 利 と な る 商 品 を 取 り 扱 う 保 険 会 社 を 仲 介 す

る 。「 直 扱 」は 、代 理 店 を 通 さ ず 、損 保 会 社 が 取 り 扱 う 。

イ ン タ ー ネ ッ ト や 通 信 販 売 に よ り 損 保 会 社 が 取 り 扱 う

場 合 も 直 扱 に あ た る 。  

取 扱 形 態 別 に 元 受 正 味 保 険 料 を 見 る と 、1 7 年 度 末 の

元 受 正 味 保 険 料 9 兆 5 7 4 億 円 （ 国 内 、 外 国 損 保 会 社 取

扱 合 計 ） の う ち 、 代 理 店 に よ る 扱 い が 8 兆 4 , 0 5 5 億 円

（ 合 計 比 9 2 . 8 ％ ）で 、仲 立 人 に よ る 扱 い が 2 0 5 億 円（ 同

0 . 2％ ）、直 扱 が 6 , 3 1 4 億 円（ 同 7 . 0％ ）と な っ て お り 、

損 害 保 険 の ほ と ん ど を 損 保 代 理 店 が 取 り 扱 っ て い る 。  

生 命 保 険 も 含 め た 保 険 業 界 は 、 8 年 に 保 険 業 法 の 改

正 が あ り 、 以 降 、 順 次 、 規 制 緩 和 が 図 ら れ て き た 。 損

害 保 険 代 理 業 界 で は 、 損 保 会 社 か ら 支 払 わ れ る 手 数 料

率 が 1 5 年 に 金 融 庁 の 認 可 な し に 損 保 会 社 が 設 定 で き

る よ う に な り 、 ま た 、 生 命 保 険 会 社 や 銀 行 で も 損 保 が

取 り 扱 え る よ う に な っ た 。  

事 業 者 の 概 要  

損 保 代 理 店 は 、 全 国 に 2 6 6 , 7 5 3 店 （ 国 内 、 外 国 損 保

会 社 の 代 理 店 合 計 ） あ る 。 こ の う ち 、 法 人 事 業 者 は

1 1 7 , 2 6 2 店 （ 合 計 比 4 4 . 0 ％ ）、 個 人 事 業 者 は 1 4 9 , 4 9 1

店 （ 同 5 6 . 0 ％ ） と な っ て い る 。 ま た 、 損 保 代 理 店 を 専

業 で 営 ん で い る の は 4 3 , 4 6 7 店 （ 合 計 比 1 6 . 3 ％ ）、副 業

と し て 損 保 を 扱 っ て い る 損 保 代 理 店 は 2 2 3 , 2 8 6 店 （ 同

8 3 . 7 ％ ） と な っ て い る 。  

1 社 の 損 保 会 社 の 保 険 を 取 り 扱 う 損 保 代 理 店 は 「 専

属 」 と 言 わ れ 、 全 国 に 2 0 8 , 5 9 7 店 （ 合 計 比 7 8 . 2 ％ ） あ

る 。 一 方 、 複 数 の 損 保 会 社 の 保 険 を 取 り 扱 う 損 保 代 理

店 は 「 乗 合 」 と 言 わ れ 5 8 , 1 5 6 店 （ 同 2 1 . 8 ％ ） あ る 。  

損 保 代 理 店 数 は 年 々 減 少 し て お り 、平 成 1 3 年 度 末 に
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は 全 国 で 3 4 2 , 1 9 1 店 あ っ た が 、1 7 年 度 末 は 2 2％ 減 少 し

て 2 6 6 , 7 5 3 店 に な っ た 。  

損 保 代 理 店 数 が 減 少 す る 一 方 で 、 損 保 代 理 店 の 営 業

担 当 の 社 員 に あ た る 募 集 従 事 者 数 は 増 加 し て い る 。 1 4

年 度 以 降 、 前 年 比 4％ 強 の 割 合 で 増 加 し て お り 、 1 7 年

度 末 に お け る 全 国 の 募 集 従 事 者 数 は 1 , 8 7 3 , 4 8 5 人 、 前

年 に 比 べ 7 5 , 9 7 5 人 も 増 加 し て い る 。  

大 阪 府 内 の 状 況  

大 阪 府 内 に は 1 7 年 度 末 で 1 8 , 6 2 9 店 の 損 保 代 理 店（ 国

内 、 外 国 損 保 合 計 ） が あ り 、 全 国 の 7 . 0％ を 占 め 、 東

京 都 （ 2 9 , 0 6 3 店 、 全 国 比 1 0 . 9 ％ ） に 次 い で 全 国 第 2

位 に あ る 。  

大 阪 府 内 で 1 7 年 度 中 に 新 設 さ れ た 損 保 代 理 店 数 は

1 , 6 4 4 店 、 一 方 、 廃 止 さ れ た 店 数 は 2 , 6 8 6 店 で 、 1 6 年

度 に 比 べ 1 , 0 4 2 店 が 減 少 し た （ 社 団 法 人 日 本 損 害 保 険

協 会『 フ ァ ク ト ブ ッ ク 2 0 0 6  日 本 の 損 害 保 険 』、他 に よ

る 。）。  

業 績 は 横 ば い  

損 害 保 険 代 理 店 の 売 上 に あ た る 年 間 の 取 扱 保 険 料 は 、

こ こ 数 年 、 横 ば い で 推 移 し て い る 。 こ の 傾 向 は 、 1 8 年

に 入 っ て も 続 い て お り 、 前 年 比 で 横 ば い な い し 微 増 と

見 ら れ る 。前 年 度 に 比 べ 取 扱 保 険 料 が 3～ 5％ 伸 び て い

る と こ ろ も あ る が 、 こ の よ う な 伸 び 率 は 業 界 で も 高 い

水 準 で あ る 。  

損 保 代 理 店 は 、 従 来 、 景 気 に 対 し て 業 績 が 遅 行 す る

と 言 わ れ て い た 。こ れ は 、景 気 が 回 復 す る に し た が い 、

損 保 契 約 の 対 象 と な る 設 備 が 導 入 さ れ る た め 、 損 保 の

契 約 数 が 増 え 、 逆 に 景 気 が 低 迷 に 向 か う と 、 す ぐ に は

設 備 を 処 分 せ ず 、 損 保 契 約 を 継 続 す る た め で あ る 。  

景 気 が 回 復 傾 向 に あ る な か で 、 損 保 代 理 店 の 業 績 に
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景 気 回 復 の 影 響 は 、 あ ま り 見 ら れ て い な い 。 と り わ け

個 人 対 象 の 保 険 で は 、 業 績 へ の 影 響 は 小 さ い 。  

損 保 会 社 の 行 政 処 分 の 影 響  

保 険 金 の 支 払 い 漏 れ や 不 適 正 な 保 険 引 き 受 け 等 に よ

り 、 損 保 会 社 が 行 政 処 分 を 受 け 、 金 融 庁 か ら 業 務 停 止

等 の 処 分 を 受 け る 不 祥 事 が 相 次 い だ 。  

業 務 停 止 処 分 を 受 け た 損 保 会 社 の 損 保 代 理 店 で は 、

業 務 停 止 処 分 中 、 保 険 契 約 の 締 結 は も ち ろ ん 営 業 活 動

や 契 約 者 か ら の 問 い 合 わ せ へ の 応 対 が 禁 じ ら れ た 。 こ

の た め 専 属 の 損 保 代 理 店 で は 、 全 て の 営 業 活 動 が で き

な く な っ た 。 こ の ほ か 、 期 間 中 に 満 期 を 迎 え た 損 保 の

継 続 契 約 の 締 結 や 事 故 へ の 対 応 が で き な い な ど の 影 響

も 生 じ て い る 。  

損 保 代 理 店 の 規 模 拡 大 と 法 人 化 を 図 る 損 保 会 社  

先 述 し た よ う に 、 損 保 代 理 店 数 が 減 少 す る 一 方 で 、

募 集 従 事 者 数 は 増 加 し て い る 。 ま た 、 個 人 事 業 者 の 損

保 代 理 店 数 は 、全 国 で 1 3 年 度 末 に 2 1 8 , 0 0 1 店 あ っ た の

が 、 1 7 年 度 末 に は 1 4 9 , 4 9 1 店 に 減 少 し て い る 。こ れ に

伴 っ て 、 1 3 年 度 末 に 、損 保 代 理 店 の な か で 個 人 事 業 者

の 占 め る 割 合 が 6 3 . 7 ％ で あ っ た の が 、 1 7 年 度 末 に は

5 6 . 0 ％ に 低 下 し て い る 。 つ ま り 、 個 人 事 業 者 数 が 減 少

し 、 規 模 の 大 き な 損 保 代 理 店 数 が 増 加 し て い る 。  

損 保 会 社 で は 、 規 制 緩 和 に よ っ て 外 国 の 保 険 会 社 が

参 入 す る な ど に よ り 競 争 が 激 し く な っ て い る 。 こ の た

め 、 業 務 の 効 率 化 を 図 り 、 付 加 保 険 料 （ 保 険 料 か ら 支

払 い 保 険 金 を 除 い た 経 費 分 ） の 引 下 げ を 図 ろ う と し て

い る 。 損 保 会 社 で は 保 険 契 約 の オ ン ラ イ ン 化 を 図 り 、

損 保 会 社 の 事 務 を 損 保 代 理 店 に 移 行 し て い る 。 ま た 、

損 保 代 理 店 に 支 払 う 手 数 料 率 を 取 扱 保 険 料 が 多 く な る

ほ ど 加 算 す る と と も に 、 事 務 処 理 能 力 や 営 業 能 力 な ど
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を 手 数 料 率 の 査 定 に 加 え る な ど し て 、 規 模 の 大 き な 損

保 代 理 店 ほ ど 有 利 に な る よ う 手 数 料 率 を 設 定 し て い る 。 

個 人 や 小 規 模 の 損 保 代 理 店 に と っ て は 、 取 扱 保 険 料

が 伸 び な い な か で 、 手 数 料 率 の 低 減 、 経 費 の 増 加 と 厳

し い 経 営 環 境 に 直 面 し て い る 。  

郵 政 公 社 民 営 化 と 銀 行 の 保 険 販 売 全 面 解 禁 の 影 響  

1 9 年 1 0 月 に 郵 政 公 社 が 民 営 化 さ れ て 郵 便 保 険 会 社

が 誕 生 す る 。 ま た 、 同 年 1 2 月 に は 1 3 年 4 月 か ら 段 階

的 に 開 放 さ れ て き た 銀 行 で の 保 険 販 売 （ 窓 販 ） が 全 面

的 に 解 禁 さ れ 、 全 て の 損 害 保 険 の 取 扱 が で き る よ う に

な る 。  

簡 易 保 険 で 個 人 に 対 し 密 着 し た 営 業 を し て き た 郵 政

公 社 と 、 住 宅 や 自 動 車 、 設 備 機 器 な ど の 購 入 資 金 の 貸

し 付 け で 個 人 、 法 人 の 情 報 を 把 握 し て い る 銀 行 が 、 損

保 の 取 り 扱 い を 始 め れ ば 、 飽 和 状 態 に あ る 市 場 で 顧 客

の 争 奪 は 激 し さ を 増 す と 予 想 さ れ て い る 。  

今 後 の 見 通 し  

損 保 会 社 に よ る 保 険 金 の 未 払 い が 発 生 し た が 、 こ の

原 因 と し て あ げ ら れ て い る の が 、 複 雑 な 保 険 特 約 で あ

る 。 保 険 特 約 は 、 保 険 に 付 加 さ れ る 商 品 で 、 1 3 年 の 保

険 料 の 自 由 化 に よ っ て 損 保 会 社 同 士 の 競 合 が 激 し く な

る な か で 多 数 開 発 さ れ た 。 損 保 会 社 の 合 併 で 、 契 約 さ

れ た 保 険 は さ ら に 複 雑 に な り 、 損 保 会 社 が 保 険 金 支 払

い 時 に チ ェ ッ ク し き れ ず 、 未 払 い が 発 生 し た と 言 わ れ

て い る 。  

損 保 会 社 各 社 は 、 複 雑 化 し た 保 険 商 品 を 見 直 そ う と

し て い る 。 今 後 は 、 保 険 内 容 の 比 較 が し や す く な る と

考 え ら れ て い る 。 そ う な れ ば 、 保 険 料 の 競 合 が 激 し く

な り 、 損 保 代 理 店 に と っ て は 、 収 益 率 の 低 下 が 予 想 さ

れ る 。 加 え て 、 郵 政 公 社 の 民 営 化 や 銀 行 の 参 入 で 顧 客
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の 争 奪 は 激 し さ を 増 し 、 経 営 状 況 は 厳 し く な る と 予 想

す る 損 保 代 理 店 が あ る 。  

一 般 に 損 保 代 理 店 は 、 損 保 の 契 約 を 代 理 す る だ け と

思 わ れ て い る 面 が あ る が 、 契 約 者 に と っ て 複 雑 な 損 保

商 品 の な か か ら 最 適 な 保 険 を 提 案 す る こ と で 保 険 料 を

節 約 し た り 、 事 故 の 対 応 や 保 険 金 を 受 け 取 っ た り す る

際 の コ ン サ ル タ ン ト と な っ て い る 。 今 後 は 、 損 保 に 関

す る 専 門 知 識 の 向 上 を 図 り 、 保 険 の コ ン サ ル タ ン ト と

し て 契 約 者 に と っ て 、 よ り 有 益 な 存 在 に な る こ と が 重

要 と 考 え ら れ る 。  

（ 廣 岡  昭 彦 ）  

 

 

表 1  全 国 と 大 阪 府 内 の 損 害 保 険 代 理 店 数 の 推 移  

（単位：店、％）

全   国 大阪府
大阪府の
対全国比

平成13年度 342,191 23,280 6.8

14年度 323,139 21,990 6.8

15年度 305,836 20,918 6.8

16年度 286,576 19,671 6.9

17年度 266,753 18,629 7.0  
資 料 ： 社 団 法 人 日 本 損 害 保 険 協 会 『 フ ァ ク ト ブ ッ ク  

2 0 0 6  日 本 の 損 害 保 険 』 よ り 作 成 。  
表 2  大 阪 府 内 の 火 災 保 険 、 自 動 車 保 険 の 契 約 保 険 料  

平成13年度 43,156,300 224,154,974

14年度 38,049,743 -11.8 217,826,670 -2.8

15年度 35,007,387 -8.0 206,480,664 -5.2

16年度 29,922,783 -14.5 200,006,111 -3.1

17年度 27,263,175 -8.9 201,462,017 0.7

火災保険 自動車保険(自賠責は含まず)

 

資 料 ： 損 害 保 険 料 率 算 出 機 構 『 損 害 保 険 料 率 算 出 機 構

統 計 集 』 各 年 版 を 参 考 に 作 成 。  


